
　
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、「
不
用
品

を
買
い
取
っ
て
も
ら
う
は
ず
だ
っ
た
の
に
、

強
引
に
貴
金
属
を
買
い
取
ら
れ
た
。」と
い
っ

た
訪
問
購
入
の
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
の
相

談
が
増
え
て
い
ま
す
。
事
業
者
が
守
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ル
ー
ル
や
、
消
費
者
を

救
済
す
る
た
め
の
ル
ー
ル
を
紹
介
し
ま
す
。

訪
問
購
入
の
ル
ー
ル

●
事
業
者
の
氏
名
な
ど
の
明
示
義
務

　
事
業
者
は
、訪
問
購
入
に
先
立
っ
て
、

会
社
名
・
購
入
目
的
で
あ
る
こ
と
・

購
入
し
よ
う
と
す
る
商
品
の
種
類
を

伝
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

●
適
切
な
勧
誘

　
事
業
者
が
突
然
訪
問
し
て
の
勧
誘

行
為
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

消
費
者
か
ら
査
定
依
頼
が
あ
っ
た
場

合
、
査
定
を
超
え
て
勧
誘
す
る
こ
と

は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
再
勧
誘
の
禁
止

　
一
度
、
断
っ
た
人
に
勧
誘
を
続
け

た
り
、
再
度
勧
誘
す
る
こ
と
は
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

●
書
面
交
付
義
務

　
事
業
者
は
、
契
約
の
申
し
込
み
を
受
け

た
と
き
や
契
約
を
結
ん
だ
と
き
は
、「
契

約
内
容
」や「
条
件
」な
ど
を
記
載
し
た「
書

面
（
電
子
書
面
を
含
む
）」
を
契
約
者
に

交
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

●
引
き
渡
し
拒
絶
の
告
知

　
書
面
の
交
付
か
ら
８
日
以
内
は
、
物
品

の
引
き
渡
し
を
拒
否
で
き
る
旨
を
、
消
費

者
に
告
知
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

●
契
約
者
・
第
三
者
へ
の
通
知

　
事
業
者
は
、
書
面
の
交
付
か
ら
８

日
以
内
に
物
品
を
第
三
者
へ
引
き
渡

す
場
合
、
契
約
者
と
第
三
者
へ
通
知

を
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

●
禁
止
行
為

　
事
業
者
は
、
虚
偽
の
説
明
・
故
意

に
事
実
を
告
げ
な
い・消
費
者
を
脅
す
・

契
約
を
す
る
ま
で
帰
ら
な
い
行
為
な

ど
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

ア
ド
バ
イ
ス

◆
勧
誘
を
受
け
る
気
が
な
い
と
き
は
、

き
っ
ぱ
り
と
断
る

イ
ン
タ
ー
ホ
ン
が
あ
る
場
合
は
、

イ
ン
タ
ー
ホ
ン
越
し
に
会
社
名
や

訪
問
目
的
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

安
易
に
訪
問
を
承
諾
し
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

◆
承
諾
し
て
い
な
い
物
品
の
売
却
を
迫

ら
れ
た
ら
き
っ
ぱ
り
と
断
る

特
に
、
貴
金
属
の
売
却
を
迫
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
の
で
気
を
つ
け
ま

し
ょ
う
。

◆
そ
の
場
で
す
ぐ
に
契
約
し
な
い

契
約
を
急
か
す
セ
ー
ル
ス
ト
ー
ク

は
要
注
意
で
す
。
家
族
や
知
人
に

消
費
者
救
済
の
ル
ー
ル

◆
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ

　
訪
問
購
入
に
つ
い
て
は
、
契
約
に

関
す
る
書
面
な
ど
を
受
け
取
っ
た
日

か
ら
起
算
し
て
８
日
以
内
は
、
無
条

件
で
、
理
由
な
く
、
一
方
的
に
契
約

を
解
除
で
き
る
制
度
で
す
。

◆
引
き
渡
し
の
拒
絶

　
契
約
者
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ

期
間
内
は
、
契
約
対
象
の
物
品
の
引

渡
し
を
拒
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
消
費
生
活
相
談
（
予
約
不
要
）

平
日
　
午
前
９
時
半
〜
正
午

午
後
１
時
〜
４
時
半

市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
市
役
所
新

館
４
階
）　  

☎（
５
８
０
）１
９
６
８

●
消
費
者
庁
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

土
・
日
曜
日
、
祝
日

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

☎
１
８
８
（
局
番
な
し
）

●
問
い
合
わ
せ
先

生
活
安
全
課
生
活
安
全
担
当

　
　
☎（
５
８
０
）１
８
９
７

相
談
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
比
較

検
討
し
て
か
ら
決
め
ま
し
ょ
う
。

◆
契
約
す
る
と
き
は
、
必
ず
書
面
の
交

付
を
受
け
る

契
約
内
容
や
条
件
を
必
ず
確
認
し

ま
し
ょ
う
。
訪
問
購
入
は
、
書
面

交
付
の
日
か
ら
８
日
以
内
は
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
が
で
き
ま
す
。

◆
契
約
し
た
後
に
不
安
に
な
っ
た
ら
、

す
ぐ
に
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
相
談

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度
な
ど
の

救
済
制
度
に
は
期
限
が
あ
る
た
め
、

早
め
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

訪
問
購
入
の
ト
ラ
ブ
ル
に
注
意
を

　福岡県内におけるニセ電話詐欺被害認知件数は、513件も発生しており、被害総額は約10億円（暫定値）を超え
ています（令和５年１月～11月）。本市でも、市役所職員を名乗る人物から、「還付金を受け取れる」などといっ
た不審電話が多数発生しています。
　「電話でお金の話は全て詐欺！」という合言葉で、ニセ電話の手口をしっかりと理解し、被害を予防しましょう。

　この他にも、「パソコンサポート詐欺」や「融資保証金詐欺」など、さまざまな方法でお金をだましとる手口が
あります。福岡県警察ホームページで確認して、詐欺の手口や対策を理解しましょう。

●ニセ電話詐欺に関する相談　警察相談専用電話　＃9110（市外局番無し）
●消費生活トラブルに関する相談　市消費生活センター　☎（580)1968
受付時間　平日　午前９時半～正午・午後１時～４時半

●問い合わせ先　生活安全課　☎（580)1897

　子どもや孫になりすました犯人から電話があり、
仕事に関するトラブルの示談金を名目に金銭など
をだまし取る詐欺

【被害にあわないためのポイント】
◇相手が子どもや孫を名乗ってもすぐに信用せず、
自分が把握している子どもの電話番号にかけ直
して確認しましょう。
◇「のどの調子が悪い」、「携帯電話」「現金」といっ
た言葉は、詐欺師がよく使う言葉です。

ニセ電話詐欺を理解して、被害を予防しよう！

ニセ電話の種類と被害にあわないためのポイント

合言葉は、「電話でお金の話は全て詐欺！」
知らない番号からの電話は出ず、一人で判断しないで、まわりに相談しましょう。

オレオレ詐欺

　医療費・保険料の過払い金や、一部未払いの年
金があるなど、お金を受け取れるという内容の電
話があり、指示どおりにATMを操作するとお金を
だまし取られる詐欺

【被害にあわないためのポイント】
◇役所や金融機関がATMを操作させることはな
く、ATMでお金が返ってくることもありません。

◇ATMの近くで通話はしないようにしましょう。
◇市役所などの職員を名乗ったら、いったん電話
を切り、折り返し電話して、確認しましょう。

還付金詐欺

　「キャッシュカードが不正に利用されている」な
ど、嘘の手続きを説明し、キャッシュカードや通
帳をだまし取るなどの手口による詐欺

【被害にあわないためのポイント】
◇暗証番号や通帳、キャッシュカードは大切な個
人情報です。自分でしっかりと管理しましょう。
◇電話で相手が警察や金融機関を名乗っても、疑
うようにしましょう。

キャッシュカード詐欺

　インターネットの未納料金が発生しているなど
の名目でメールが送られたり、はがきが送付され
たり、実際には使用していない料金を支払わせよ
うとする詐欺

【被害にあわないためのポイント】
◇身に覚えのない請求は、自分から連絡しないよ
うにしましょう。

◇「電子マネーカード」を購入させること自体が詐
欺の可能性が高いことを覚えておきましょう。

架空料金請求詐欺

ニセ電話詐欺被害にあわないために…
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